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 富山県災害救助法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第１号 

   富山県災害救助法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県災害救助法施行規則（平成12年富山県規則第63号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第１避難所及び応急仮設住宅の供与の項の１の⑴を次のように改める。 

 ⑴ 次に掲げる者に供与する。 

  ア 災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者 

  イ 災害が発生するおそれのある場合において、被害を受けるおそれがあり、 

   現に救助を要する者 

 別表第１避難所及び応急仮設住宅の供与の項の１の⑶中「設置費」の次に「（⑴ 

イに定める者に供与する法第４条第２項の避難所については、災害が発生するおそ 
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れがある場合において必要となる経費として知事が定めるもの）」を加え、同項中 

「７日以内」の次に「（⑴イに定める者に供与する法第４条第２項の避難所につい 

ては、法第２条第２項の規定による救助を開始した日から、災害が発生しなかった 

と判明し、現に救助の必要がなくなった日又は災害が発生し同条第１項の規定によ 

る救助を行う旨を同条第３項の規定により公示した日までの期間）」を加え、同項 

の２の⑴のイ中「 5,714,000円」を「 6,285,000円」に改め、同表炊き出しその他 

による食品の給与及び飲料水の供給の項の１の⑶中「 1,160円」を「 1,180円」に 

改め、同表被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の項の３の⑴中「18,800円」 

を「18,700円」に、「24,200円」を「24,000円」に、「35,800円」を「35,600円」 

に、「42,800円」を「42,500円」に、「54,200円」を「53,900円」に、「 7,900円」 

を「 7,800円」に、「31,200円」を「31,000円」に、「40,400円」を「40,100円」 

に、「56,200円」を「55,800円」に、「65,700円」を「65,300円」に、「82,700円」 

を「82,200円」に、「11,400円」を「11,300円」に改め、同項の３の⑵中「 8,300 

円」を「 8,200円」に、「12,400円」を「12,300円」に、「15,100円」を「15,000 

円」に、「19,000円」を「18,900円」に、「10,000円」を「 9,900円」に、 

「13,000円」を「12,900円」に、「18,400円」を「18,300円」に、「21,900円」を 

「21,800円」に、「27,600円」を「27,400円」に改め、同表被災した住宅の応急修 

理の項の２の⑴中「 595,000円」を「 655,000円」に改め、同項の２の⑵中 

「 300,000円」を「 318,000円」に改め、同項中「１月以内」を「３月以内（災害 

対策基本法（昭和36年法律第 223号）第23条の３第１項に規定する特定災害対策本 

部、同法第24条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の２第１項に規 

定する緊急災害対策本部が設置された災害の場合は６月以内）」に改め、同表学用 

品の給与の項の３の⑵中「 4,500円」を「 4,700円」に、「 4,800円」を「 5,000 

円」に、「 5,200円」を「 5,500円」に改め、同表埋葬の項の３中「 215,200円」 

を「 213,800円」に、「 172,000円」を「 170,900円」に改め、同表障害物（災害 

によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及 

ぼしているものをいう。以下同じ。）の除去の項の２中「 137,900円」を 

「 138,300円」に改め、同表救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費の項の１の 

⑴中「被災者」の次に「（法第４条第２項の救助にあっては避難者）」を加える。 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                             （厚生企画課）  
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告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第56号 

   看護師養成所の指定の取消しについて 

  保健師助産師看護師法施行令（昭和28年政令第 386号）第16条第１項の規定によ 

り、次のとおり看護師養成所の指定を取り消す。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定を取り消す看護師養成所の名称及び所在地 

 ⑴ 名 称 独立行政法人国立病院機構富山病院附属看護学校 

 ⑵ 所在地 富山市婦中町新町3145番地 

２ 指定を取り消す日 

  令和５年３月31日 

 

 

富山県告示第57号 

   保安林の指定の解除予定について 

 農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知があっ 

たので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 解除予定保安林の所在場所 

  富山県南砺市利賀村字押谷山１の３、１の４、１の10（以上３筆国有林。） 

２ 保安林として指定された目的 

  なだれの危険の防止 
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３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 

 

富山県告示第58号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県流域下水道 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県下水道公社 高岡市二上字梅田 313番３ 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

 

富山県告示第59号 

   土砂災害警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第７条第１項及び第６項の規定により土砂災害警戒区域を次のとおり指 

定及び解除するので、同条第４項（同条第６項において準用する場合を含む。）の 

規定により公示する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害警戒

区域の名称 
土砂災害警戒区域に指定する区域 

土砂災害の発生原因

となる自然現象の種

類 

変更事項 
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片地 上市町片地の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

土石流 一部指定 

一部解除 

上坂谷 上市町湯上野及び極楽寺の区域のう

ち別紙図面に表示する区域 

土石流 一部指定 

一部解除 

大松⑴ 上市町大松の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

大松⑵ 上市町大松の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

目桑⑻ 立山町目桑の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

栃津⑵ 立山町栃津の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

急傾斜地の崩壊 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置いて 

縦覧に供する。) 

 

 

富山県告示第60号 

   土砂災害特別警戒区域の指定及び解除について 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法 

律第57号）第９条第１項及び第８項の規定により土砂災害特別警戒区域を次のとお 

り指定及び解除するので、同条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。） 

の規定により公示する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

土砂災害特

別警戒区域

の名称 

土砂災害特別警戒区域に 

指定する区域 

土砂災害の発生

原因となる自然

現象の種類 

自然現象により建

築物に作用すると

想定される衝撃に

関する事項 

変更事項 

片地 上市町片地の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

土石流 別紙図面のとおり 解除 
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上坂谷 上市町湯上野及び極楽寺

の区域のうち別紙図面に

表示する区域 

土石流 別紙図面のとおり 解除 

大松⑴ 上市町大松の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

大松⑵ 上市町大松の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

目桑⑻ 立山町目桑の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

栃津⑵ 立山町栃津の区域のうち

別紙図面に表示する区域 

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり 一部指定 

一部解除 

 （「別紙図面」は省略し、当該図面及び関係書類を富山県土木部砂防課及び土砂 

災害特別警戒区域に指定する区域を管轄する土木センター又は土木事務所に備え置 

いて縦覧に供する。) 
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公      告 
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都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第20条 

第１項の規定により富山市から次の都市計画の変更に係る図書の写しの送付があっ 

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により富山県 

土木部都市計画課に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年２月10日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 都市計画の種類及び名称 

 （種類） 富山高岡広域都市計画道路 

 （名称） ３・４・ 212号 綾田北代線 

      ３・４・ 254号 経堂中間島線 
 

  令和５年２月10日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    
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